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育
所（
学
童
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ラ
ブ
）

　

年
４
月
入
所
の
申
し
込
み
受
け
付
け
は

２１
　

年
１
月
５
日
〜　

日
で
す

２１

１０

�

�

�

�

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

わたしのわたしの

見てある記見てある記

20. 12.  1

　

師
走
を
迎
え
ま
し
た
。
年
齢

と
と
も
に
一
年
が
ど
ん
ど
ん
短

く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
特
に
こ
の
一
年
は
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
あ
り
、
多
く
の

お
叱
（
し
か
）
り
と
「
あ
り
が

と
う
」
の
言
葉
を
頂
い
た
年
で

し
た
。
行
政
活
動
の
中
で
生
ず

る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
た
だ
通

り
過
ぎ
た
も
の
と
せ
ず
に
、
明

日
へ
の
教
訓
と
し
て
、
原
動
力

と
し
て
、
前
向
き
に
持
ち
続
け

る
こ
と
の
必
要
性
と
重
要
性
を

か
み
し
め
て
い
ま
す
。

　

市
長
と
い
う
職
は
、
論
評
や

評
価
を
頂
く
仕
事
と
も
い
え
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
だ
け

を
気
に
し
て
い
た
の
で
は
、
大

局
を
見
失
う
こ
と
も
生
じ
ま
す
。

現
下
の
地
方
自
治
を
取
り
巻
く

環
境
を
充
分
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、

市
長
と
し
て
の
職
責
を
議
会
の

議
決
を
頂
き
な
が
ら
果
た
し
て

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
今
年
を
振
り
返
り
ま
す

と
、
数
多
く
の
印
象
的
な
出
来

事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。ま
ず「
落

合
川
と
南
沢
湧
（
ゆ
う
）
水
群
」

が
東
京
で
唯
一
「
平
成
の
名
水

百
選
」
に
選
定
さ
れ
、
わ
が
市

へ
の
来
訪
者
が
増
え
て
き
た
よ

う
で
す
。
ま
た
北
京
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
は
、
市
内
在
住
の
小

山
恭
輔
さ
ん
が　

メ
ー
ト
ル
バ

５０

タ
フ
ラ
イ
で
銀
メ
ダ
ル
を
獲
得

さ
れ
、
私
た
ち
に
大
き
な
感
動

と
勇
気
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
市
内
至
る
と
こ
ろ
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
多
く
の
市

民
の
皆
様
の
活
躍
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

す
べ
て
の
皆
様
に
御
礼
申
し

上
げ
、
今
年
最
後
の
見
て
あ
る

記
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

学
童
保
育
所
（
学
童
ク
ラ
ブ
）

の　

年
度
入
所
の
申
し
込
み
受
け

２１
付
け
を
、　

年
１
月
５
日
（
月
）

２１

〜　

日
（
土
）
に
行
い
ま
す
。
受

１０
付
時
間
は
、
１
月
５
日
（
月
）
〜

７
日
（
水
）
が
午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時
、
８
日
（
木
）・
９
日
（
金
）

が
午
前
８
時
半
〜
午
後
８
時
、　
１０

　

市
立
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業

者
選
定
委
員
会
で
は
、　

年
度
の

２１

　
　

月
４
日
（
木
）
〜　

日
（
金
）

１２

１２

の
期
間
、
認
可
保
育
所
の　

年
度

２１

入
所
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま

す
。

　
【
日
時
・
会
場
】
①　

月
４
日

１２

（
木
）
〜
９
日
（
火
）
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
半
が
市
役
所
２
階
２

０
４
会
議
室
②　

月　

日
（
水
）

１２

１０

〜　

日
（
金
）
午
前
９
時
〜
午
後

１２
８
時
が
市
役
所
２
階
２
０
４
会
議

室
。
①
②
の
い
ず
れ
も
正
午
〜
午

後
１
時
お
よ
び
土
曜
・
日
曜
日
は

除
き
ま
す

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
▼
既
に　

年
２０

度
中
の
入
所
申
し
込
み
を
し
、
決

定
を
待
っ
て
い
る
方
で
、　

年
４

２１

月
１
日
以
降
も
、
引
き
続
き
入
所

を
希
望
す
る
方
も
受
付
期
間
中
に

新
た
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
▼

転
出
等
で
他
市
区
町
村
保
育
所
の

入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
各
自
治

体
で
申
し
込
み
締
切
日
や
必
要
書

類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。　

月　

日
（
土
）
以

１２

１３

降
、　

年
１
月
中
に
出
産
し
保
育

２１

所
に
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
随

時
保
育
課
（
市
役
所
２
階
）
で
受

け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
入
所
申

し
込
み
が
で
き
る
の
は
、
私
立
保

育
所
お
よ
び
公
立
ひ
ば
り
保
育
園

と
な
り
ま
す

　
【
二
次
受
け
付
け
】二
次
申
請
の

随
時
受
け
付
け
を
２
月
２
日（
月
）

〜　

日
（
金
）
に
行
い
ま
す
（
予

２７
定
）。
た
だ
し
、一
次
選
考
後
の
欠

員
に
伴
う
申
し
込
み
受
け
付
け
で

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
【
上
の
原
保
育
園
を
希
望
す
る

方
へ
】
①
上
の
原
保
育
園
（
現
園

日
（
土
）
が
午
前
８
時
半
〜
正
午

で
す
。

　

学
童
保
育
所
（
学
童
ク
ラ
ブ
）

は
、
両
親
な
ど
保
護
者
が
勤
め
て

い
た
り
、
病
気
な
ど
の
理
由
で
、

小
学
校
低
学
年
の
お
子
さ
ん
の
放

課
後
の
世
話
が
で
き
な
い
場
合
に
、

保
護
者
に
代
わ
っ
て
専
門
の
職
員

舎
）
は
、　

年
４
月
（
予
定
）
を

２５

も
っ
て
廃
園
と
な
り
、　

年
４
月

２２

か
ら
新
設
園
を
開
園
し
ま
す
②
１

歳
児
で
申
し
込
み
を
す
る
方
は
、

　

年
４
月
に
新
園
に
移
行
し
て
い

２２た
だ
き
ま
す
③
２
歳
児
以
上
は
、

　

年
３
月
の
卒
園
ま
で
、
現
在
の

２５上
の
原
保
育
園
で
保
育
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
卒
園
と
同
時

に
廃
園
）。
ま
た
、新
園
に
移
行
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す

　
【
み
な
み
保
育
園
を
希
望
す
る

方
へ
】
①
み
な
み
保
育
園
は
、　
２６

年
４
月
（
予
定
）
に
移
転
し
、
新

設
園
と
し
て
開
園
し
ま
す
②
零
歳

児
で
申
し
込
み
の
方
は
、　

年
４

２６

月
開
設
予
定
の
新
設
園
に
移
行
し

て
い
た
だ
き
ま
す
③
１
歳
児
以
上

は
、　

年
３
月
ま
で
現
在
の
み
な

２６

み
保
育
園
で
保
育
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す

　

詳
し
く
は
保
育
課
管
理
係�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

が
児
童
を
保
育
指
導
す
る
施
設
で

す
。

　

今
回
、
入
所
の
対
象
と
な
る
の

は
、
来
年
４
月
の
小
学
校
新
１
年

〜
新
３
年
生
の
児
童
で
す
。

　
【
提
出
書
類
】①
入
所
申
請
書
②

保
護
者
の
状
況
を
証
明
す
る
書
類

と
し
て
、
勤
務
証
明
書
・
病
気
治

療
中
の
と
き
は
医
師
の
診
断
書
・

そ
の
ほ
か
の
理
由
で
家
庭
で
適
切

な
監
護
が
で
き
な
い
と
き
は
そ
の

理
由
書
③
非
課
税
世
帯
の
場
合
は
、

世
帯
全
員
の
平
成　

年
度
市
民
税

２０

非
課
税
証
明
書
・
生
活
保
護
世
帯

は
受
給
証
明
書

　

※
入
所
申
請
書
と
勤
務
証
明
書

の
用
紙
は
、
子
育
て
支
援
課
（
市

役
所
２
階
）と
各
学
童
保
育
所（
学

童
ク
ラ
ブ
）
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
【
申
請
受
け
付
け
会
場
】子
育
て

支
援
課　

　
【
使
用
料
】１
人
月
額
５
０
０
０

円
　

※
使
用
料
の
免
除
を
受
け
る
方

は
、
申
請
時
に
世
帯
全
員
の
非
課

税
証
明
書
ま
た
は
生
活
保
護
受
給

証
明
書
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　
【
ご
注
意
】①
受
け
付
け
期
間
後

に
申
し
込
み
の
あ
っ
た
お
子
さ
ん

は
、
事
務
処
理
の
関
係
で
入
所
時

期
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
②

各
学
童
保
育
所
（
学
童
ク
ラ
ブ
）

と
も
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た
場

合
は
、
入
所
判
定
を
行
い
、
入
所

児
童
を
決
定
し
ま
す
の
で
、
お
待

ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係�
４
７

０
・
７
７
３
５
へ
。

　８月～１１月分の児童扶養

手当を１２月１２日（金）に指

定預金口座へ振り込みます。

　利用金融機関によっては

入金が遅れる場合がありま

すので、あらかじめご了承

ください。

　詳しくは子育て支援課助

成係�４７０・７７３６へ。

　小・中学校では、保護者の皆さんから納

入される給食費で安全な食材を購入し、栄

養摂取基準を満たした献立を作成し、衛生

的な調理を行い、児童・生徒へ学校給食を

提供しています。

　学校給食費は、納め忘れがないよう、納

入にご協力をお願いします。

　なお、事情で納入が困難な場合には、在

学する各小・中学校の校長および副校長、

担任教師、栄養士（中学校は学務課〈市役

所６階〉内栄養士）へご相談ください。

　詳しくは同課保健給食係�４７０・７７７９へ。

業
者
指
名
参
加
登
録
を
次
の
日
程

で
受
け
付
け
ま
す
。

　
【
申
し
込
み
受
け
付
け
日
時
】　１２

月
８
日
（
月
）
〜　

日
（
金
）
の

１２

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時

　
【
会
場
】学
務
課（
市
役
所
６
階
）

学
校
給
食
用
指
名
参
加

登
録
業
者
説
明
会
を 

開

催

し

ま

す

　
【
日
時
】　

月
４
日
（
木
）
午
後

１２

３
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　

※　

年
度
か
ら
、
各
小
学
校
と

２０

の
直
接
契
約
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

指
名
参
加
登
録
を
行
わ
な
い
と
契

約
し
て
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
必
ず
説
明
会
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係�

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

市
立
小
・
中
学
校
特
別

支　
援　
学　
級　
等　
で　
の

　
介
助
員
（
臨
時
職
員
）

希

望

者

の

登

録

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、市
立
小
・

中
学
校
に
設
置
し
て
い
る
特
別
支

援
学
級
等
で
介
助
員
を
希
望
す
る

方
を
登
録
し
ま
す
。

　
【
職
種
】
介
助
員
（
臨
時
職
員
）

　
【
内
容
】
市
立
小
・
中
学
校
に
設

置
し
て
い
る
特
別
支
援
学
級
等
で

の
児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保

　
【
資
格
】次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
。
①
教
員
免
許
を
持
つ
方

ま
た
は
取
得
見
込
み
の
方
（
免
許

の
種
別
は
問
い
ま
せ
ん
）
②
特
別

支
援
学
校
、
特
別
支
援
学
級
に
お

い
て
介
助
員
等
の
経
験
の
あ
る
方

　
【
任
用
期
間
】最
長
で
年
度
末
ま

で
（
以
降
、
更
新
の
場
合
あ
り
）。

た
だ
し
、
学
校
の
長
期
休
業
中
は

雇
用
さ
れ
ま
せ
ん

　
【
勤
務
時
間
】１
日
６
時
間
半
以

内
（
週
５
日
以
内
）。
た
だ
し
、
学

校
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
・
勤
務
時

間
が
異
な
り
ま
す

　
【
勤
務
地
】
市
立
小
・
中
学
校

　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
１
１
０

０
円
。
ほ
か
に
市
の
規
定
に
よ
り

　

都
民
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
通

り
募
集
し
ま
す
。
都
民
住
宅
は
都

営
住
宅
と
異
な
り
、
中
堅
所
得
者

向
け
の
賃
貸
住
宅
で
す
。

　
【
申
し
込
み
資
格
】①
都
内
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
②
同
居
親
族
が

い
る
こ
と
（
単
身
で
は
申
し
込
み

不
可
）
③
所
得
が
一
定
基
準
内
で

あ
る
こ
と
④
現
に
自
ら
居
住
す
る

で
配
布
し
ま
す
。
な
お
、
同
公
社

募
集
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
都
庁
で
は
、

　

月
６
日
（
土
）・
７
日
（
日
）
の

１２午
前
９
時
半
〜
午
後
５
時
も
配
布

し
て
い
ま
す
。
配
布
期
間
中
は
、

同
公
社
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
入
手
で
き
ま

す
　

申
し
込
み
は

　

月　

日（
月
）

１２

１５

ま
で
に
（
必
着
）、

所
定
の
申
し
込

み
用
紙
に
記
入

の
上
、
同
公
社

募
集
セ
ン
タ
ー

あ
て
郵
送
を
。

　

※
今
回
の
募

集
期
間
以
外
で
随
時
募
集
し
て
い

る
「
先
着
順
受
け
付
け
」
も
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
公
社
募
集
セ
ン
タ

ー�
　

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４

０３

へ
。

た
め
の
住
宅
を
必
要
と
し
て
い
る

こ
と
⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

　
【
募
集
案
内
の
配
布
場
所
・
配
布

期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く　
１２

月
１
日
（
月
）
〜　

日
（
水
）
に
、

１０

都
市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
都

庁
、都
内
各
市
区
役
所
、町
村
役
場
、

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン

タ
ー
、
同
公
社
各
窓
口
セ
ン
タ
ー

交
通
費
を
別
途
支
給

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
、
教
員
免

許
を
持
つ
方
は
免
許
状
の
写
し
を

持
参
し
て
、
直
接
学
務
課
（
市
役

所
６
階
）
へ
。

　

詳
し
く
は
同
課
就
学
相
談
担
当

�
４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

◆東京都住宅供給公社募集センター
ホームページアドレス

http://www.to-kousya.or.jp/

学校給食費の学校給食費の
納め忘れはありませんか納め忘れはありませんか

21年度小・中学校給食用
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市立保育園の民営化計画の

改定と委託法人の決定

についてお知らせします

児童扶養手当を

振り込みます

　

市
で
は
、　

年
２
月
に
東
久
留

２０

米
市
立
保
育
園
の
公
設
民
営
化
実

施
計
画
を
策
定
し
、　

年
度
に
上

２２

の
原
保
育
園
を
、　

年
度
に
は
、

２３

は
く
さ
ん
保
育
園
の
公
設
民
営
方

式
の
導
入
を
行
う
た
め
、
準
備
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
南
町
都
営
ア
パ
ー

ト
の
建
て
替
え
に
伴
う
み
な
み
保

育
園
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
状
況
が

生
じ
た
こ
と
か
ら
、
民
営
化
計
画

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
計
画
に
な
か

っ
た
み
な
み
保
育
園
は
、
南
町
都

営
ア
パ
ー
ト
の
建
て
替
え
に
併
せ

て
、
同
地
域
内
に
移
転
・
建
て
替

え
後
、
新
設
園
と
し
て　

年
４
月

２６

を
目
途
に
民
営
化
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。
は
く
さ
ん
保
育
園
は
、
当

初
計
画
に
お
い
て
、　

年
度
に
民

２３

営
化
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
の
保
育
園
地
域
の
保
育
ニ
ー

ズ
や
財
政
状
況
、近
隣
の
保
育
園
・

認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
状
況
、

活
用
で
き
る
公
有
地
の
有
無
な
ど

を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
目
途
が

つ
い
た
時
点
で
民
営
化
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
年　

月
か
ら
の
園
児

１２

募
集
受
け
付
け
の
際
、
民
営
化
の

対
象
と
な
る
保
育
園
を
希
望
す
る

方
に
対
し
て
は
、
十
分
に
説
明
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

の
改
定
を
行
い
ま
し
た
。
改
定
後

の
計
画
で
は
、
上
の
原
保
育
園
を

東
久
留
米
団
地
内
に
移
転
・
新
設

し
、
併
せ
て
公
設
民
営
化
す
る
こ

と
を
改
め
、
現
在
地
に
お
い
て
在

園
児
が
卒
園
す
る　

年
３
月
末
ま

２５

で
直
営
（
公
設
公
営
）
で
運
営
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

在
園
児
が
卒
園
し
た
後
、
同
園

は　

年
４
月
１
日
を
も
っ
て
廃
止

２５
と
し
ま
す
。
ま
た
、
東
久
留
米
団

地
内
に
建
設
予
定
の
保
育
園
は
、

新
園
と
し
て　

年
４
月
に
開
園
し
、

２２

運
営
は
社
会
福
祉
法
人
に
委
託
す

る
も
の
と
し
ま
す
。

　

そ
の
委
託
法
人
に
つ
い
て
は
、

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
（
提
案
）
方
式
で

公
募
し
、
選
定
の
結
果
、
次
の
通

り
決
定
し
ま
し
た
。

　
【
選
定
法
人
】社
会
福
祉
法
人
ユ

ー
カ
リ
福
祉
会

　
【
法
人
所
在
地
】千
葉
県
松
戸
市

小
山
５
２
３
ノ
５

　
【
理
事
長
】
高
橋
剛
弘

都
民
住
宅（
東
京
都
施
行
型
）へ
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

　

年
４
月
入
所
の
申
し
込
み
受
け
付
け
は

２１
　

月
４
日
〜　

日
で
す

１２

１２

認
可
保
育
所


